
 

 

 

 

 

異物検査の流れについて 

当センターでは、調理中、配膳中、喫食中等に発見された異物について、市町教育委員会､学校、共

同調理場等からの依頼を受けて、異物検査を実施しています。令和元年度は年間 307 件、令和 2 年度

は 2 月末現在 304 件の検査を実施しました。異物が何であるか、またその混入時期を推測することに

より、再発防止対策や衛生管理の向上に役立てていただいています。 

今号では、当センターで実施している異物検査の主な流れについてご紹介します。 
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【検査依頼時の異物の取り扱いのお願い】 

・異物はできるだけ直接手で触れず、発見時の状態を保つよう扱ってください。 

・異物は、セロテープで貼ったりﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰで包んだりせずに、ビニール袋(できればｼﾞｯﾊﾟｰ付き) 

に入れたりラップに包んでください。 

・水分を含んでいる異物はラップ等に包み乾燥を防ぎ、冷蔵庫に保管し腐敗を防止してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察観察肉眼的肉眼肉眼あ肉眼 

No .234  4 月号(令和 3 年 3 月 20 日発行) 

公益財団法人兵庫県体育協会  兵庫県学校給食・食育支援センター 

検査・食育だより 

観察観察肉眼的肉眼肉眼あ肉眼 目視や実体顕微鏡による外観観察（色調、大きさ、形状など） 

光学顕微鏡による構造観察（小皮紋理、植物組織、でんぷん粒など） 

フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR） 

による分析（機器分析） 

ｾﾛﾃｰﾌﾟ 

×ｾﾛﾃｰﾌﾟで貼り付ける 〇ﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れる ×ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰで包む 〇ﾗｯﾌﾟで包む 

びい微生物

びせい 

カタラーゼ試験 

（加熱の有無） 

試薬による定性試験（溶解試験、呈色試験など） 

人毛･獣毛 昆虫 

カビ類 植物片 骨片・貝殻 合成樹脂・繊維 血液 鉱物 金属 


